
都 市 再 生 機 構 （ Ｕ Ｒ ） 賃 貸 住 宅 の 家 賃 改 定 等 に 関 す る 意 見 書  

 

 都 市 再 生 機 構 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 に 閣 議 決 定 さ れ た 独 立 行 政 法 人 改 革

等 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 基 づ き 、 継 続 家 賃 の 引 き 上 げ 幅 の 拡 大 等 家 賃 改 定 に 係

る ル ー ル の 見 直 し に 向 け た 検 討 、 低 所 得 の 高 齢 者 等 に 対 し て 国 か ら の 財 政 支 援 を

得 て 実 施 す る 家 賃 減 額 措 置 、 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 ス ト ッ ク 再 生 ・ 再 編 方 針 を 踏 ま え た ス

ト ッ ク の 再 生 、 再 編 等 の 推 進 及 び 需 要 動 向 並 び に 経 営 状 況 に 応 じ た ス ト ッ ク の 圧

縮 に 取 り 組 ん で い る 。  

 横 浜 市 内 に は 約 ４ 万 5 0 0 0戸 の 都 市 再 生 機 構 （ Ｕ Ｒ ） 賃 貸 住 宅 が あ り 、 多 く の

市 民 が 居 住 し て い る 。  

 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 は 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 に 対 す る 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法

律 （ い わ ゆ る 住 宅 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 法 ） に お い て 公 的 賃 貸 住 宅 と 位 置 づ け ら れ 、

高 齢 者 や 子 育 て 家 庭 等 の 居 住 の 安 定 と い う 住 宅 の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト と し て の 役 割

が 求 め ら れ て き た 。  

 平 成 １ ５ 年 の 国 会 に お け る 都 市 再 生 機 構 法 案 審 議 の 折 、 「 居 住 者 の 居 住 の 安 定

を 図 る こ と を 政 策 目 標 と し て 明 確 に 定 め 、 居 住 者 と の 信 頼 関 係 を 尊 重 し 、 十 分 な

意 思 の 疎 通 と 連 携 の 下 に 住 宅 や 利 便 施 設 等 の 適 切 な 維 持 管 理 を 行 い 、 快 適 な 生 活

環 境 の 確 保 に 努 め る こ と 。 」 と 附 帯 決 議 さ れ て い る 。 ま た 、 平 成 １ ９ 年 の 住 宅 確

保 要 配 慮 者 に 対 す る 賃 貸 住 宅 の 供 給 の 促 進 に 関 す る 法 律 案 審 議 の 折 に は 、 「 機 構

の 管 理 す る 賃 貸 住 宅 に つ い て 、 住 宅 確 保 要 配 慮 者 の 居 住 の 安 定 を 図 る 観 点 か ら 入

居 者 負 担 や 入 居 者 選 考 に 係 る 適 切 な 配 慮 を 行 い 、 住 宅 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト と し て の

役 割 の 充 実 に 努 め る こ と 。 」 と の 附 帯 決 議 が な さ れ て い る 。  

 よ っ て 、 政 府 及 び 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 に お か れ て は 、 都 市 再 生 機 構 の 役

割 や 附 帯 決 議 を 十 分 尊 重 し 、 低 所 得 高 齢 者 等 へ の 家 賃 減 額 措 置 の 充 実 に 努 め 、 高

齢 者 、 子 育 て 世 帯 の 居 住 安 定 を 図 る と と も に 、 Ｕ Ｒ 賃 貸 住 宅 に 住 む 横 浜 市 民 の 居

住 の 安 定 の た め に 、 安 心 し て 住 み 続 け ら れ る 家 賃 制 度 に 改 善 し 、 市 民 の 住 生 活 の

向 上 と コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 形 成 を 図 る こ と を 要 望 す る 。  

 こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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